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空き家を放置していませんか？
　空き家になると建築物の傷みが早くな
り、そのまま放置すると、さまざまな問
題が発生する可能性があります。
　市民が安全・安心して暮らせるために
も空き家を適切に管理しましょう。

八潮市空家バンクに登録する 
空き家を募集中
　空家バンクとは、空き家をお持ちの方
と空き家を買いたい、借りたいという方
をインターネットを通じて結びつけ、有
効な活用を進めていく制度です。
　市では、空家バンクに登録するための
空き家を募集しています。市内に空き家
を所有する方は、市ホームページをご覧
になるか、都市計画課へお問い合わせく
ださい。

空き家などに関する相談窓口
　市では、空き家などの所有者などが抱
えている問題について、関係する７団体
と協定を締結し、各分野の専門家に相談
できる窓口を設けています。

●主な相談内容
・�現在持っている建物や土地の相続につ
いて聞きたい

・�遠方に住んでおり、なかなか空き家に
来られないため、敷地内の除草をお願
いしたい

・�建物を解体したいが業者が分からない
など

相続に関する講座
　空き家に関連した相続や認知症の備え
など将来の悩みについて、「相続おしか
け講座」を実施しています。司法書士や
行政書士が講師となり、町会・自治会や
高齢者サロンなどでわかりやすく説明し
ます。
覆おおむね１０人以上のグループ

空き家を適切に管理しましょう空き家を適切に管理しましょう
～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～

　市では、建築や不動産、法務などの団体と連携して空き家の予防対策、活用・流通対策、管理不全対策に取り組んでいます。
物都市計画課☎奮３４８

教育文化・コミュニティ～学びとつながりを大切にするまち～

・�新設小学校の建設に向け、八潮市新設小学校建設基本設計を完了
・�９月２６日から３０日までの間、小規模特認校制度を導入している八
條北小学校で、体験入学を実施
・�八潮市学校給食ビジョンの策定に向けて、パブリックコメントの
結果を踏まえて中間報告を作成
・�１０月３日から、栄養士が小学校を訪問して２学期の食育指導を実施
・�１０月２８日に、第三者機関による、給
食提供事業者の調理場などの施設内
および小中学校の配膳ホールなどを
対象とする衛生検査を実施
・�９月の「いじめ防止強化月間」にお
いて、小中学校の全学級で、いじめ
について考える授業など、「いじめ
ゼロ」へ向けた取り組みを実施

健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～

・�令和３年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付を、９月末
で終了し、７，２４３世帯に７億２，４３０万円を給付
・�特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の低所得世帯へ、
１世帯あたり５万円の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付
金を支給するため、１１月９日に７，６１６世帯に対して確認書を送付
・�１１月１７日から２１日までの間、令和５年度の保育所、認定こども園、
小規模保育施設および学童保育所の入所申込みの受付を実施

・�長寿のお祝いとして、１，２７３人の対象者に長寿祝金給付通知書を
送付し、今年度に１００歳を迎えられる１２人のうち４人の方に対して、
ご自宅などで、長寿記念品等贈呈式を実施

防災・防犯・消防・救急～誰もが安全で安心して暮らせるまち～

・�水害の危険に対して、事前に備
えるため、９月１日から新たに八
潮消防署における土のうの配布
を開始

・�１１月１０日、埼玉県知事および埼
玉県警察本部長に対して、警察
署の設置などに関する要望書を
提出

産業経済・観光～地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまち～

・�９月１５日から、「八潮市運輸事業継続支援事業補助金」の受付を開
始し、１０月末現在、９２事業者に対し、３，２５２万円を補助

・�１１月１２日から市内の取扱事業者で利用できる「八潮市プレミアム
付商品券事業」を実施

・�９月１５日から１０月１４日までの間、「八潮市農業経営者支援給付金」
の申請があった８７件に対し、５７０万円を給付

新公共経営～協働で経営する自主・自律のまち～

・�９月１８日、令和５年４月１日採用の一般事務職、保育士、精神保健福
祉士、保健師、建築技師、土木技師および電気技師の試験を実施

市政の執行状況
　令和４年第４回市議会定例会が１２月１日から２０日まで開催され、市長が開会初日に前定例会以
降の市政の執行状況の概要について報告しました（一部抜粋。全文については、市ホームペー
ジに記載）。 物企画経営課☎奮８８５

外壁などが傷んで汚れたり、
ガラスが割れたまま放置さ
れると景観の悪化につなが
ります。

建物が傷み、屋根瓦が落下したり、雨どいが外れ
たりして通行人がけがをするおそれがあります。

樹木が繁茂して害虫が発生したり、勝手に
ゴミを捨てられてしまうことがあります。

【景観上の問題】

【防災上の問題】 【衛生上の問題】

【防犯上の問題】
施錠されていない、容易に侵入可
能な状態は、不審者の侵入や放火
の危険があります。

空き家を放置すると…

警察署設置などに関する要望書の提出

いじめについて考える授業


